
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホームヘルパー（訪問介護員）とは？ 

  高齢者や障害者など、日常生活に支障のある方へ支援・援助を行うためにご自宅を訪問し食事の

支度、部屋の掃除、排泄や入浴など、生活全般の介助を行います。 

 

・具体的にはどんなことをしてもらえるの？出来ないことは？ 

  ホームヘルパーの業務は大きく「身体的な援助（身体介護）」と「日常生活の援助（生活援助）」

の２つに分けられます。 

「身体的な援助（身体介護）」 …「直接利用者様の身体に接触するサービス」 

入浴介助、排泄介助、食事介助などを行います。 

「日常生活の援助（生活援助）」…「利用者様の身体には直接接触しないサービス」 

調理、掃除、洗濯、買い物代行などを行います。 

 

  ホームヘルパーは、医療行為、庭の草取り、洗車、ペットの散歩、大掃除、部屋の模様替え、来

客の接客などを行う事は出来ません。 

 

「ご利用者の皆様に満足して頂ける事

を常に考え、心のふれあいを大切にした

サービスを目指しています。」 

・介護保険で、要支援、要介護の認定を受 

けられた方 

・認定調査の結果、特定高齢者に該当し、 

サービスが必要とされる方 

「ヘルパーステーション宇部あいおい苑は、ご利用者の皆様に満足して頂け 

る事を常に考え、心のふれあいを大切にしたサービスを目指しています」 

また、「今まで出来ていたことが出来ない」という方のために出来ない部

分への援助・支援を行いながら、ご利用者様ご本人が出来なかったことが出

来るようになる喜びを共有します。 
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・ホームヘルパーはお手伝いさんとは違うの？ 

  ホームヘルパーは、介護保険に基づいた公的なサービスであり、介護福祉士などの公的な資格も

あり、介護のプロとして業務にあたります。 

 

【【【【ヘルパヘルパヘルパヘルパーステーション宇部あいおい苑ーステーション宇部あいおい苑ーステーション宇部あいおい苑ーステーション宇部あいおい苑    利用利用利用利用料金表料金表料金表料金表】】】】    

 

----介護予防訪問介護介護予防訪問介護介護予防訪問介護介護予防訪問介護----（対象者：要支援１．２の方）（対象者：要支援１．２の方）（対象者：要支援１．２の方）（対象者：要支援１．２の方）    

利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる入浴や食事等生活の支援が受けられます。 

 

－基本料金－ 

要支援 1・2（Ⅰ） 週１回程度の利用が必要な場合 １，２３４円／月 

要支援 1・2（Ⅱ） 週２回程度の利用が必要な場合 ２，４６８円／月 

要支援  2（Ⅲ） （Ⅱ）を超える利用が必要な場合 ４，０１０円／月 

 

----訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護----（対象者：要介護１～５の方）（対象者：要介護１～５の方）（対象者：要介護１～５の方）（対象者：要介護１～５の方）    

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物、入浴などの援助を行います。 

 

－基本料金－ 

 
30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 

1 時間以上 

1 時間 30 分未満 
以降 30 分毎 

身体介護 ２５４円／回 ４０２円／回 ５８４円／回 ８３円 

生活援助 － ２２９円／回 ２９１円／回 － 

 

----宇部市地域支援介護予防ホームヘルプサービス宇部市地域支援介護予防ホームヘルプサービス宇部市地域支援介護予防ホームヘルプサービス宇部市地域支援介護予防ホームヘルプサービス----    

対象者：宇部市の調査の結果、特定高齢者に該当し、介護予防の観点から、このサービスが必要な方 

※ 介護保険で要支援・要介護１から５のいずれかの認定結果が出ている方は対象外です。 

 

－基本料金－ 

60 分未満 ２００円／回 60 分以上 90 分未満 ２８０円／回 

日常生活でお困りの事がございましたら、どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

経営主体 社会福祉法人ひとつの会 

所在地  宇部市恩田町３－８－１ 
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